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不
法
投
棄
は
「
重
大
な
犯
罪
」

不
法
投
棄
と
は
、
定
め
ら
れ
た
方

法
を
無
視
し
て
勝
手
に
投
げ
捨
て
る

こ
と
で
す
。
不
法
投
棄
を
す
る
こ
と

は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
に
よ
り「
５
年
以
下
の
懲

役
又
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金
」に

処
せ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
空
き
缶
な
ど
の
ポ
イ
捨
て

も
、
県
条
例
に
よ
り
２
万
円
以
下
の

過
料
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

※
空
き
缶
な
ど
に
は
、
空
き
缶
、
空

き
ビ
ン
そ
の
他
の
容
器
、
た
ば
こ

の
吸
い
殻
、
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
の

か
み
か
す
や
紙
く
ず
を
含
み
ま
す
。

不
法
投
棄
監
視
員
が

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
ま
す

市
で
は
、
不
法
投
棄
を
防
止
す
る

た
め
、
20
人
の
不
法
投
棄
監
視
員
が

各
地
区
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
パ
ト
ロ
ー
ル
で
確
認
さ
れ
た

不
法
投
棄
物
は
20
年
度
が
46
件
、
今

年
度
は
９
月
末
ま
で
に
32
件
の
報
告

が
あ
り
、
不
法
投
棄
者
が
警
察
に
検

挙
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

不
法
投
棄
物
の
中
に
は
、
法
に
よ

り
リ
サ
イ
ク
ル
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
家
電
４
品
目
や
、
古
タ
イ
ヤ
な

ど
も
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ご
み
を
正
し
く
分
別
し
、
ル
ー
ル

を
守
っ
て
ご
み
を
出
す
こ
と
は
、
市

民
の
義
務
で
す
。

奇
麗
な
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
の
環

境
を
守
る
に
は
、
一
人
ひ
と
り
の
モ

ラ
ル
が
大
切
で
す
。

不
法
投
棄
は
、
と
き
に
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
重
大
な
犯
罪
で
す
。

市
内
の
い
た
る
所
で
、人
通
り
が
少
な
い
道
端
や
空
き
地
に
不
用
に
な
っ
た
生
活

用
品
が
捨
て
ら
れ
、ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
不
適
切
な
ご
み
出
し
も
見
ら
れ
ま
す
。

不
法
投
棄
を「
し
な
い
！
」「
さ
せ
な
い
！
」「
許
さ
な
い
！
」ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
ま
し
ょ
う
。
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